
令和６年度「人権教育研究指定校事業」指定校事業報告書 

委託先（ 徳島県 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 豊かな人権感覚を育成し、多様性を認め合う人権教育の創造 

○調査研究のテーマを設定した目的 

本校は、海部郡のほぼ中央に位置し、海と山に囲まれた全校児童 87名の小規模校である。

2013 年に南海トラフ巨大地震による津波を回避するため、高台（市宇ヶ丘）にある牟岐中学

校に併設する形で牟岐保育園・牟岐小学校が建設された。保・小・中一貫教育である市宇ヶ

丘学園として、園児・児童・生徒が交流を深めるとともに、学校・保護者・地域・教育委員

会が連携し、子どもの学びと育ちを 15 年間にわたり継続的に指導支援している。 

本校の児童は、素直で明るい児童が多く、興味をもって学習に取り組んだり、異学年の児

童同士が積極的に関わろうとしたりする姿も見られる。外国籍の児童も在籍しており、宗教

や生活文化のちがいを身近に感じている。一方、児童数の少なさから生じる固定的な人間関

係に左右されがちである。そのため、相手によって自分の考えを表現できずにトラブルに発

展することがあり、ちがいを認め合うことや他者の痛みや思いを共感的に受け止めること、

そして身の回りにある不合理な偏見、差別を見抜く力が十分に育っていない児童もいる。新

型コロナウイルス感染症対策による行動制限や少子化による身近な人々、地域の人々を通し

てのコミュニケーション、仲間づくり等の体験による学びの不足が要因の一つとしてあげら

れる。 

令和５年度に実施した生活アンケートでは、「自分のことが好き」と答えた児童の割合は、

約 50％であった。また、「自分のことを大切にしていますか」の問いに対して「思わない」と

答えた児童が 10％、「自分と同じように相手のことを大切にしていますか」には５％の児童が

「思わない」と答えている。このことから、本校児童の自尊感情を高めることが課題である

と言える。 

そこで、自分がしっかり認められ、自尊感情を高めることができれば、友達や周りのこと

に関心をもち、人権感覚として身に付いていくのではないか、また、多様性を認め合い、つ

ながり合う仲間づくりに取り組むことで、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めるこ

とができるようになるのではないかと考えた。 

令和５年度は、徳島県の「多様性を認め合う人権教育推進協力校事業」の指定を受け、こ

れらの仮説の検証を進めた。また、児童の人権感覚の育成のため、「協力的な学習」「参加的

な学習」「体験的な学習」を取り入れた人権学習に取り組んできた。さらに、「同和問題」を

はじめ、「子ども」「外国人」「災害時の人権問題」等の個別人権課題を中心にして取組の充実

も進めた結果、一定の成果を上げることができたと考えている。令和６年度はその研究をさ

らに推進することで、多様性への理解を深めつつ、互いの共通性やちがいを受けとめ認め合



える関係性をめざしていきたい。 

牟岐町は少子高齢化が進み、高齢化率が 53％を超えている。持続可能な牟岐の町づくりに

貢献する人材の育成は喫緊の課題であり、児童一人一人はこの町を活性化させる貴重な人財

である。持続可能な牟岐の町づくりには、高齢者をはじめ多様な人々とつながり、自分も他

の人も大切にできる児童を育成しなければならない。そのためにも、多様性を認め合い、身

近に潜む人権問題を自分ごととしてとらえ、解決のため実践できる態度を育てたいと考え、

本研究のテーマを設定した。 

○調査研究の概要 

①多様性を認め合う市宇ヶ丘学園保･小･中一貫教育構想を活用した教育活動の研究について 

②豊かな人権感覚を養い、実践力を育成する人権教育の研究について 

 

  



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

牟岐町立牟岐小学校 

○これまでの研究指定等の状況 

なし 

○学級数 

８学級（うち特別支援学級２学級） 

○児童生徒数 

全児童数 87 人（令和６年５月１日現在） 

○URL 

https://school.e-tokushima.or.jp/es_mugi 

○指定理由 

持続可能な町づくりをめざす牟岐町は少子高齢化や南海トラフ巨大地震等による自然災害

への対応等、町民をあげて取り組む課題が多い。中でも、同和問題の解決は喫緊の人権課題

であり、徳島県においても「同和問題を人権問題の重要な柱と据え、すべての学校で同和問

題の解決に向けた積極的な取組を推進する」とあり、牟岐町では、「牟岐町部落差別撤廃・人

権擁護に関する条例」が令和元年 12月に施行され、同和問題の解決に向けて児童及び教職員、

保護者、地域住民が一体となって取り組んでいる。 

また、保・小・中一貫教育である市宇ヶ丘学園として、園児・児童・生徒が交流を深める

とともに、学校・保護者・地域・教育委員会が連携し、子どもの学びと育ちを 15 年間にわた

り継続的に指導支援している。そして、「夢と志を持ったたくましい子どもの育成」をねらい

とし、タテの一貫（保・小・中）、ヨコの一貫（学校・家庭・地域）、ナナメの一貫（学校・

地域・町づくり）の教育活動を展開している。この市宇ヶ丘学園の構想を生かしつつ、人権

問題の解決に向けての研究が進められている。 

牟岐小学校は、令和５年度県教育委員会「多様性を認め合う人権教育推進協力校事業」の

指定を受け、「豊かな人権感覚を育成し、多様性を認め合う人権教育の創造」をテーマに、「協

力的な学習」「参加的な学習」「体験的な学習」を取り入れた人権学習に取り組むとともに、

児童の振り返りやアンケート結果を生かした授業改善、タテ、ヨコ、ナナメの一貫した教育

活動を生かした教材づくりなど、研究・実践が積み重ねられている。 

令和６年度は令和５年度の研究を更に発展させ、人権教育の推進を図るとともに、研究の

成果を研究発表会等で広く普及していくことで、県内の人権教育の一層の充実及び発展につ

ながると期待されるため、牟岐小学校を指定することが最適であると考える。 



3．取り組んだ人権課題について 

取り組んだ人権課題（該当するものに○印。複数選択可。うち、最も主要な人権課題１

つに◎をつけること。） 

 

①子供 ○ 

②女性 ○ 

③高齢者 ○ 

④障害者 ○ 

⑤同和問題 ◎ 

⑥アイヌの人々 ○ 

⑦外国人 ○ 

➇-１HIV感染者等 ○ 

➇-２ハンセン病患者等 ○ 

⑨刑を終えて出所した人 ○ 

⑩犯罪被害者等 ○ 

⑪インターネットによる人権侵害 ○ 

⑫北朝鮮当局による拉致問題等 ○ 

⑬性的指向、性自認 ○ 

⑭その他（災害時における人権問題） ○ 

 

 

 

  



4．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

牟岐町は市宇ヶ丘学園保･小･中一貫教育構想により、（１）タテの一貫（保･小･中）、（２）

ヨコの一貫（学校･家庭･地域）、（３）ナナメの一貫（学校･地域･町づくり）の教育活動を展

開している。ふるさと牟岐町のヒト・モノ・コトから、「体験」「省察」「一般化」「適用」の

学習サイクルによる学びを充実させることにより、多様性を認め合う仲間づくりと豊かな人

権感覚を育成できると考える。 

そのため、海洋体験等の自然体験や高齢者、外国人等とのふれあい体験、及び、隣保館を

はじめとする公共施設訪問と地域の人々の願い等から学ぶ。多様性を認め合う人権感覚の育

成には、体験学習と人権学習の積み重ねと相互作用が重要であるとともに、実践力や行動力

へとつながる人権学習の研究も深めていきたい。また、人権教育の指導方法等の在り方につ

いて［第三次とりまとめ］からも、自尊感情の育成と調査研究のテーマとは関連性が深いと

考えられることから「多様性」「人権感覚の育成」「実践力」「自尊感情」をキーワードとして

研究を進めたい。 

そこで次の３点を柱として研究を進めていく。 

①自尊感情を高める教育活動 

②豊かな人権感覚を養い、実践力を育成する人権学習 

③多様性を認め合う人間関係を育成する人権教育 

 

○実施方法 

①自尊感情を高める教育活動 

○年間２回程度の自尊感情に関するアンケートにより児童の実態を把握するとともに、ア

ンケートの課題を意識した児童の振り返り等、PDCAサイクルによる教育活動により自尊

感情の育成を図った。 

○特別活動において、こむぎっこ班活動やこむぎっこ遊び等の異学年集団の仲間づくり活

動を取り入れ、コミュニケーション力やリーダーシップ力を育み、自尊感情を高めた。 

○朝の会や帰りの会でのめあてづくりや振り返り、自分の頑張りを認める時間「セルフハ

グ」や自分自身や友達のよいところ等に気付く時間を設定し、自尊感情を高めた。 

○自分だけでなく他の人に役立つ体験活動「一人一役なんかやり隊」を異学年集団で実施

することで、成功体験を重ね、自己有用感を高めた。 

②豊かな人権感覚を養い、実践力を育成する人権学習 

○市宇ヶ丘学園構想タテの一貫、ヨコの一貫を活用した人権学習により、人権感覚と実践

力の育成を図った。 

・６年生児童が牟岐中学校人権発表会に参加して意見交換を行った。 



・アイヌの文化や歴史、人権問題について、６年生児童と牟岐中学校１年生が合同で人

権学習を行った。 

○市宇ヶ丘学園構想ヨコの一貫や児童の実態を関連させ、各学年で重点的に学習する個別

人権課題を決めて取り組み、授業改善と児童の実践力や行動力の育成を図った。 

・１年「子供」２年「高齢者」３年「障害者」４年「外国人」５年「災害時における人

権問題」６年「同和問題」 

○年間各学年２回の研究授業と授業研究会により、「協力的な学習」「参加的な学習」「体験

的な学習」を取り入れた授業改善を進め、児童と教職員の人権感覚と身近な人権問題を

解決しようとする実践力の育成を図った。 

○専門的な知識をもつ大学講師や徳島県人権教育指導員を活用した人権学習、校内研修を

実施し、「知識的側面」「価値・態度的側面」「技能的側面」の向上を図った。 

 ・学級活動「自分も相手も大切にするかかわりに必要なこと」１年～６年 

 ・社会科「ハンセン病を解決する仲間になって！」６年 

 ・校内研修「傷つきのある子どもへの回復・成長のためのかかわり」 

 ・校内研修「災害後における子どもの対応」 

③多様性を認め合う人間関係を育成する人権教育 

○市宇ヶ丘学園構想タテの一貫、ナナメの一貫を活用した体験学習、交流学習をすること

により、他者理解と仲間づくりを進めた。 

・1年：園児との交流（牟岐保育園）、５・６年：防災まつり（町役場、婦人会） 

○授業参観やふれあいフェアを実施し、人権教育での学びを児童が保護者や地域の人々に

発信するとともに、啓発活動を行った。 

○「アイヌの人々」、「外国の人々」、「高齢者」、「障害者」等とのふれあい体験をし、多様

性を認め合うことの大切さを学んだ。 

・アイヌの文化と舞踊（４年～６年）、他外国の文化（４年）、高齢者との交流（２年）、

手話体験（３年）点字学習（５年） 

○検証・評価・改善・普及 

①自尊感情を高める教育活動 

・「セルフハグ」を取り入れ、ありのままの自分を受け入れることで、ポジティブ思考へと考

え方が変わってきている。令和５年度の生活アンケートで「自分にはよいところがあると

思う」と答えた児童の割合が 69％であったのが、令和６年度の調査では 81％となった。周

りの人から大切にされ、認められているという安心感から自分のよさに気付く児童が増え

てきたことが分かる。 

・「一人一役なんかやり隊」を通して、役に立つ体験や感謝される体験をし、自尊感情を高め

ることができた。前述のアンケートの結果によると、「学校で自分のよさや努力を認めてく

れる人がいる」と答えた児童が 74％から 90％となった。互いの行動を好意的にとらえ、相

手を大切にし、自分も大切にされていることを実感できるようになった成果だと考えられ



る。 

・振り返りを次の活動につなげることに課題が残った。体験により学んだことや改善点を次

の目標に見出せるように PDCA サイクルによる教育活動をさらに推進していく。 

・全体的に見ると児童の自尊感情は高まってきているが、まだ自尊感情の低い児童が数名見

られる。児童一人一人の実態を今一度とらえなおし、タテの一貫、ヨコの一貫を活用した

教育活動を更に推進し、自尊感情の育成に取り組んでいく。 

②豊かな人権感覚を養い、実践力を育成する人権教育 

・各学年、行事や教科学習の中で交流学習や体験学習をすることで人と人とのつながりを意

識した活動を行った。校内だけでなく地域へと交流する場を広げることでタテのつながり

やヨコのつながりができ、人権感覚や人権問題を解決していこうとする実践力の育成を見

据えた取組を進めることができた。 

・中学校での人権意見発表会へ参加し、意見交流を行うことで児童の知識の更新につながっ

た。 

・個別人権課題についての学習では、徳島県人権教育指導員や地域の講師と連携し、学習を

進めることで児童、教職員の人権感覚の育成につながった。生活アンケートでは、「他の人

と意見が違っていても自分が正しい根拠をもって考え、正しいと思うことは主張できる」

と答えた児童が増えている。このことから、児童と教職員の人権感覚が育成されてきてい

ることが分かる。 

・「協力的な学習」「参加的な学習」「体験的な学習」を取り入れた人権学習に向けて、教職員

研修を重ねることで、指導力が向上し授業改善へとつながった。 

・主体的・対話的で深い学びの実現のためには、体験活動や教科学習の中で相手の話を聞く

力や伝える力をさらに育成する必要性がある。 

③多様性を認め合う人間関係を育成する人権教育 

・人権集会や集会活動後の振り返りでは、異学年で話合いを進めることで多様な意見を取り

入れたことが、学級での話合い活動にもよい影響を与えた。 

・牟岐保育園、牟岐中学校との交流学習（タテの一貫教育）を通して異年齢集団での仲間づ

くりの体験をすることで、身近な人々との人間関係の構築に役立った。 

・様々な立場のゲストティーチャーから机上では得られない話を直接聞くことで、人権侵害

が身近な問題として感じられるようになった。 

・保・小・中による人権学習研究授業、授業研究会や講演会を実施することで、連続性のあ

る人権教育について再認識することができた。 

・少人数による「固定化された人間関係」の改善には、課題が残る。誰に対しても自分の考

えや本音を言えない様子が見られる。本音を出し合い互いに考え合って解決する力を付け

たい。 

・多様性を認め合う人権教育の実践を授業参観を通じて、保護者にも普及を図った。 

 



5．人権教育にかかる年間計画 



 







 







 







 

 

 





 









 





















 





 





 

  



6．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む） 
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